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法人の概要

（１）名称

（２）所在地

（３）法人設立の年月日

（４）設立団体

（５）中期目標の期間

（６）目的及び業務

（７）資本金の額

（８）代表者の役職氏名

（９）役員及び職員の数

（１０）組織図

（１１）法人が設置運営する病院の概要
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平成 年度に係る業務の実績に関する自己評価結果

（１）総合的な評定

（２）評価概要
ア 全体的な状況

イ 大項目ごとの状況

（３）対処すべき課題
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中期計画の各項目ごとの実施状況

第３ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
１ 県内精神科医療の中核病院としての役割の発揮

①政策的医療の推進
中 県内における精神科医療の中核病院として、精神科救急対応、児童・思春期精神科医療、心神喪失者等医療観察法への対応などの本県の政策的医

療の推進に努めること。
期 ②県内精神科医療水準の向上

精神科医療従事者の資質向上、関係機関への助言等に努め、県内精神科医療水準の向上を図ること。
目 ③県民の精神保健医療福祉の向上

県民に対する精神科医療に関する知識の普及等の取組を通じて、県民の精神保健医療福祉の向上に寄与すること。
標 ④災害対策への協力

災害など重大な危害が発生した場合には、県からの要請に基づき必要な精神科医療を提供するなど、県が実施する災害対策に協力すること。

法 人 委員会
中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自 己 委員会参考意見

評 価 評 価

（１）専門的精神科医療の提供 （１）専門的精神科医療の提供
県民のための公的な病院として、

採算面等から十分供給されていない
分野や、民間病院では対応が困難な
専門的な分野など、県民が必要とし
ている精神科医療に積極的に対応す
る。

また、病状と疾患別の専門治療の
機能分化と地域生活支援機能を確立
することにより、高度で専門的な医
療を提供し、早期退院を可能にする
とともに、症状再燃を防ぐことによ
り再入院を防止する。

①入院 ①入院
1 ア 救急・急性期入院棟

救急・急性 集中的な治療を要 集中的な治療を要する患者
期入院棟 する患者に、急性期 に、急性期の特性に合わせて、

の特性に合わせて、 複数の専門職員による総合的・
手厚い治療と複数の 一貫した医療を提供する。
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法 人 委員会
中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自 己 委員会参考意見

評 価 評 価

専門職員による総合
的・一貫した医療を
提供し、早期退院を
可能とする。

2 総合治療入 様々な要因で複雑 イ 総合治療入院棟
院棟 かつ治療困難な患者 統合失調症を中心とした複雑

を閉鎖入院棟及び開 かつ治療困難な患者の治療を行
放入院棟で治療し、 うとともに、コメディカル部門
リハビリテーショ との連携により円滑な社会生活
ン、検査、薬剤、栄 を可能にする。
養等の各部門との連
携により円滑な社会
生活を可能にする。

3 依存症入院 依存症（アルコー ウ 依存症入院棟
棟 ル、薬物、ギャンブ アルコール、薬物、ギャンブ

ル等）の治療を標準 ルによる依存症に対する治療
プログラム及び個人 を、標準及び個別プログラムに
の症状に応じた個別 より実施する。
のプログラムを開発
しつつ行う。

4 児童・思春 児童思春期に特有 エ 児童思春期入院棟
期入院棟 な精神疾患の治療を 児童思春期に特有な精神疾患

関係機関と連携して の入院治療を４月から実施する
行う。 とともに、院内学級の開設など

関係機関と連携して治療を進め
る。

5 司法精神入 心神喪失者等医療 オ 司法精神入院棟
院棟 観察法の対象者を一 心神喪失者等医療観察法の対

貫した治療体系の中 象者の治療を行う入院棟を１０
で治療し、社会参加 月から開棟し、患者の受入及び
を促進する政策的医 治療を実施する。そのため、年
療を行う。 度前半にスタッフの確保及び研
（平成１９年度前半 修を実施する。
までに施設を整備す
る予定）
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法 人 委員会
中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自 己 委員会参考意見

評 価 評 価

②外来 ②外来
6 ア 一般

一般 一般、児童思春 新たに児童思春期及び依存症
期、依存症、デイケ の専門外来を設置し、一般、児
アの外来入口を分離 童思春期、依存症、デイケアの
するなど症状・疾患 外来入口を分離し、症状・疾患
別に受診しやすい環 別に受診しやすい環境を整備す
境を整備し、診療を る。
実施する。 ○目標 患者数

外来患者数
165人／日以上

デイケア患者数
60人／日以上

7 救急 ２４時間体制の救 イ 救急
急医療を実施する。 ２４時間の救急医療を実施す

る。

③地域生活支援 ③地域生活支援
8 ア 総合リハビリテーション

地域リハビ 症状の慢性化を防 症状の慢性化を防止し、早期
リテーショ 止し、早期退院及び 退院及び退院患者の治療継続と
ン 退院患者の治療継続 社会生活の維持を図るためのケ

と社会生活の維持を アを多職種の医療スタッフチー
図るためのケアを多 ムにより実施する。
職種の医療スタッフ
チームにより実施す
る。

9 訪問診療・ 患者が地域で安心 イ 訪問診療・看護
看護 して生活・治療がで 患者が地域で安心して生活・

きる環境を整備する 治療ができる環境を整備するた
ため、日常生活や療 め、日常生活や療養上の相談・
養上の相談・指導を 指導を積極的に行う。
積極的に行い、患者
や家族の地域生活の
支援を行う。
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法 人 委員会
中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自 己 委員会参考意見

評 価 評 価

10 地域連携 関係機関との連携 ウ 地域連携
を強化し、地域の保 入院の必要のなくなった患者
健医療福祉システム が自宅で継続した治療を受ける
づくりに積極的に関 ことが出来る環境を整備するた
わることにより、患 め、県内民間病院との相互支援
者の生活の充実と再 援体制づくりに取り組む。
入院の防止を図る。

11 （２）岡山県精神科救急医療システム （２）岡山県精神科救急医療システム
の中核病院 の中核病院

２４時間体制の救急医療の実施 岡山県精神科救急情報システム事
や、電話による救急相談、県内の救 業の受託運営や輪番病院事業の受託
急医療情報等の提供、及び患者及び など、「岡山県精神科救急医療シス
その家族と医療機関等との連絡調整 テム」の中核的役割を担う。
を行う岡山県精神科救急情報センタ
ーの運営など、「岡山県精神科救急
医療システム」の中核的役割を担
う。

12 （３）司法精神科医学・医療の中心的
機能

心神喪失者等医療観察法に基づく
入院施設である司法精神入院棟を平
成１９年度に開棟する予定であり、
蓄積した高度精神科医療技術を活か
し、指定入院医療機関及び指定通院
医療機関として中国四国地域の司法
精神科医学・医療の中核的機能を発
揮する。
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法 人 委員会
中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自 己 委員会参考意見

評 価 評 価

13 （４）精神科医師不在地域への対応 （３）精神科医師不在地域への対応
県内の精神科専門病院がない地域 患者動向等の実態や課題につい

において、地域の医療機関との連携 て、県、市町村等の関係機関と協議
等による専門的な精神科医療が提供 ・検討を行う。
できるシステムづくりを検討する。 現在、岡山市内を中心として行っ

・地域自治体病院への当院医師の ている訪問診療について、対象地域
派遣 の拡大について検討及び試行を行

・訪問診療の実施 う。

14 （５）教育研修の推進 （４）教育研修の推進
県内の精神科医療従事者の人材育 充実した教育研修体制を整備す

成を図るため、充実した教育研修体 る。
制を整備し、卒後臨床研修医及び後 卒後臨床研修医及び後期臨床研修
期臨床研修医（シニアレジデント） 医（シニアレジデント）の受入れや
の受入れや看護師、作業療法士、精 看護職員、作業療法士、精神保健福
神保健福祉士及び臨床心理士の養成 祉士及び臨床心理士の養成学校の学
学校の学生等の実習生の受入れを積 生等の実習生の受入れを積極的に行
極的に行う。 う。

○平成１７年度研修実績 また、精神科指定医の養成のため
卒後臨床研修医 ３７名 の研修医の受入も積極的に行う。
後期臨床研修医 １名 ○目標 研修受入
看護実習生 １９７名 卒後臨床研修医 ４０名
作業療法士実習生 ２９名 後期臨床研修医 ２名
精神保健福祉士実習生 ５名 看護実習生 ３００名
臨床心理士実習生 ２０名 作業療法士実習生 ２５名

精神保健福祉士実習生 ６名
臨床心理士実習生 １１名

15 （６）調査・臨床研究の推進 （５）調査・臨床研究の推進
大学等の関係機関との連携による 大学等の関係機関との連携による

精神科医療に関する調査・臨床研究 精神科医療に関する調査・臨床研究
及び治験を行い、その成果を論文な 及び治験を行い、その成果を論文や
どの適切な方法で発表するととも 研究発表冊子の作成などの適切な方
に、学会、研究会等の開催を通じて 法で発表する。
情報発信に努め、県内の精神科医療 また、本県で開催される全国自治
水準の向上を図る。 体病院協会精神科部会総会等を通じ

て、情報発信に努め、県内の精神科
医療水準の向上を図る
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法 人 委員会
中 期 計 画 年 度 計 画 実 施 状 況 自 己 委員会参考意見

評 価 評 価

16 （７）地域貢献の推進 （６）地域貢献の推進
①関係機関への助言等 ①関係機関への助言、職員の派遣

保健医療福祉、教育、司法等 等
の各関係機関からの要請に対し 保健所、児童相談所等の関係
て、精神科医療の専門的立場か 機関へ定期的に職員を派遣し、
ら助言等を行う。 相談会等を開催するとともに、

②職員の派遣 精神障害者への対応について連
地域で開催される精神科医療 携を図る。

に関する相談・講演会等に、職 また、医療従事者の養成を図
員を派遣し地域での精神科医療 るため、県内の大学等養成学校
知識の普及等に努める。 に講師として職員を派遣する。

③講演会等の開催 ○目標 相談会への職員の派遣
地域住民等を対象とした講演 倉敷保健所（月１日）

会等を企画し、精神科医療知識 岡山市保健所（月２日）
の普及等に努める。 倉敷市保健所（月２日）

④地域住民等との交流促進 中央児童相談所（月１日）
地域に開かれた病院として、 倉敷児童相談所（月１日）

地域及び院内行事への相互参加 岡山刑務所（月１日）
など、患者と地域住民等との交 岡山少年院（月１日）
流を促進する。

17 （８）災害対策への協力 （７）災害対策への協力
地方独立行政法人岡山県精神科医 知事からの災害等に関する要請に

療センター定款第１９条に規定する 備え、災害派遣に係る諸規定（手続
知事から災害等に関する要請があっ き、服務等）や必要携帯品等の整備
た場合、必要な医療の提供、職員の を行う。
派遣など、県が実施する災害対策に
協力する。
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